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新 旧 対 照 表

新 旧

高知県公共交通活性化支援事業費補助金交付要綱

第１条から第４条第２項まで 略

３ 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の

各号のいずれかに該当する場合には、事前に協議の上、別記第２号様式

による補助金変更（中止・廃止）承認申請書を知事に提出し、その承認

を受けなければならない。

(１) 補助事業の実施主体の変更

(２) 補助事業の新設、中止又は廃止

(３) 補助事業の実施箇所の変更

(４) 補助金の交付の決定額の増額又は20パーセントを超える減額

(５) 前各号に掲げるもののほか、重要な変更

第５条から第 15 条まで 略

附 則

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の

規定は、同年３月30日から施行する。

２ この要綱は、令和８年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱に基づき交付された補助金については、第６条第１号及び第２号、

第９条第５項、第 11 条、第 12 条並びに第 14 条の規定は、同日以降も

なおその効力を有する。

略

附 則

この要綱は、令和４年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年 月 日から施行する。

高知県公共交通活性化支援事業費補助金交付要綱

第１条から第４条第２項まで 略

３ 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の

各号のいずれかに該当する場合には、事前に協議の上、別記第２号様式

による補助金変更申請書を知事に提出し、その承認を受けなければなら

ない。

(１) 補助事業の実施主体の変更

(２) 補助事業の新設又は廃止

(３) 補助事業の実施箇所の変更

(４) 補助金の交付の決定額の増額又は20パーセントを超える減額

(５) 前各号に掲げるもののほか、重要な変更

第５条から第 15 条まで 略

附 則

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の

規定は、同年３月30日から施行する。

２ この要綱は、令和５年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱に基づき交付された補助金については、第６条第１号及び第２号、

第９条第５項、第 11 条、第 12 条並びに第 14 条の規定は、同日以降も

なおその効力を有する。

略

附 則

この要綱は、令和４年６月１日から施行する。
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新 旧

第１号様式 略 第１号様式 略
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新 旧
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新 旧

第３号様式、第４号様式 略 第３号様式、第４号様式 略
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新 旧


